
 

1 

平成 11 年 3 月 10 日 第 1 回理事会承認 

 

 

私 的 録 画 補 償 金 分 配 規 程 

 

 

（目 的） 

第１条  この規程は、補償金関係業務の執行に関する規程（以下「業務規程」という。）

第２条に基づき、社団法人私的録画補償金管理協会（以下「本会」という。）が受

領した私的録画補償金の権利者に対する分配方法を定めることを目的とする。 

 

（分配の対象となる権利者の区分） 

第２条  私的録画補償金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる権利者に

分配する。 

（１） 著作権者 

私的録画に係る著作物に関し、著作権法（以下、「法」という。）第２１条

に規定する権利を有する権利者 

（２） 実演家 

私的録画に係る実演に関し、法第９１条に規定する権利を有する権利者 

（３） レコード製作者 

私的録画に係るレコードに関し、法第９６条に規定する権利を有する権利者 

 

２． 前項各号の権利者への分配は、それぞれの区分に応じ、次の各号に掲げる会員

（以下「権利者団体」という。）を通じて行う。 

（１） 前項第１号の権利者 

私的録画著作権者協議会 

（２） 前項第２号の権利者 

社団法人 日本芸能実演家団体協議会 

（３） 前項第３号の権利者 

社団法人 日本レコード協会 
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（外国権利者の取り扱い） 

第３条  前条第２項各号の権利者団体は、本会から分配を受けた私的録画補償金を各権

利者に分配するにあたり、私的録画に係る著作物、実演又はレコードのうち、条

約上、保護義務を負う外国のものに係る権利者については、内国権利者と同一の

取り扱いをするものとする。 

 

（分配基金） 

第４条  権利者団体に分配する私的録画補償金は、本会が受領した私的録画補償金総額

から還付引当基金、管理手数料及び共通目的基金を控除した後の額とし、これを

分配基金という。 

 

（預金利息の取り扱い） 

第５条  本会が受領した私的録画補償金を権利者団体に分配するまでの間に生じた預金

利息は、当該私的録画補償金の分配の際、分配基金に繰り入れる。 

 

（分配基金の配分比率） 

第６条  分配基金の配分比率は、第２条第１項の権利者の区分に応じ、下表のとおりと

する。 

 

区 分 配 分 比 率 

著作権者 ６８％ 

実演家 ２９％ 

レコード製作者 ３％ 

 

（私的録画補償金の区分及び分配期等） 

第７条  私的録画補償金の区分、分配期及び分配対象私的録画補償金は、下表のとおり

とする。 
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（権利者団体への通知事項） 

第８条  本会は、権利者団体に対する私的録画補償金の分配の際、以下の事項を通知す

るものとする。 

（１） 当該分配期における私的録画補償金の総額及び対象期間 

（２） 控除した還付引当基金、管理手数料及び共通目的基金 

（３） 当該分配期の分配基金総額 

（４） 各権利者団体への配分比率 

（５） 各権利者団体への純分配額 

 

（分配に関する細則） 

第９条  権利者団体は、関係権利者に適正に分配するため、私的録画補償金の分配に関

する細則を定め、本会に提出しなければならない。分配方法を変更した場合も同

様とする。 

 

２． 権利者団体は、前項の分配に関する細則を定めるにあたっては、当該権利者団

体に属さない権利者についての分配取り扱いに関する条項を整備しなければなら

ない。 

類 別 私的録画補償金の区分 分配期 分配対象私的録画補償金 

第１類 製造業者等の団体に加

盟する製造業者等から受

領した私的録画補償金 
5 月 

前年 4 月から 9 月までの期間に出庫さ

れた、法施行令第 1 条及び同条の２に規

定する特定機器、特定記録媒体（以下「特

定機器、特定記録媒体」という。）の価格

に上乗せされた私的録画補償金として当

年 3 月までに受領したもの 

11 月 

前年10月から当年3月までの期間に出

庫された、特定機器、特定記録媒体の価

格に上乗せされた私的録画補償金として

当年 9 月までに受領したもの 

第２類 その他の製造業者、輸入

業者等から受領した私的

録画補償金 

11 月 

特定機器、特定記録媒体の価格に上乗

せされた私的録画補償金として当年 4 月

から 9 月までの期間に受領したもの 

5 月 

特定機器、特定記録媒体の価格に上乗

せされた私的録画補償金として前年 10

月から当年 3 月までの期間に受領したも

の 
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（分配資料） 

第１０条 本会は、権利者団体に対し、分配資料を作成させることができる。 

 

２． 前項の規定に基づき、権利者団体が分配資料を作成したときは、権利者団体は、

当該分配資料を本会に提出しなければならない。 

 

（分配結果に関する報告書） 

第１１条 権利者団体は、各権利者団体の事業年度終了後２か月以内に、私的録画補償金

の分配結果について、本会に報告書を提出しなければならない。 

 

（権利者団体への分配の停止） 

第１２条 権利者団体が権利者に対して行った私的録画補償金の分配に関して、不正があ

る場合は、本会は、理事会の議決を経て、以降の当該権利者団体への分配を停止

することができる。 

 

（実施細則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、理事

会の承認を受けて、細則で定める。 

 

 

附  則 

 

（実施時期） 

この規程は、「補償金関係業務の執行に関する規程」の実施の日から実施する。 

 


